（様式第４－１）
アグリファミリー設置活動計画書（事業 　年目）
１ 事業の対象者
（1） アグリファミリー
住 所	　：（〒　  －　　　）　　
氏 名	　：
栽培品目 ：
（2） 新規就農者
[bookmark: _Hlk197693943]住 所	　：（〒    －　　　）
氏 名	　：
就農年　 ：
栽培品目 ：

２　内　容

	相　談　等　の　概　要
	備　　　考

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


　　　※推薦機関は、「アグリファミリーの概要について」を添付してください。


（様式第４－２）
アグリファミリー設置活動契約書
アグリファミリー	　　　　　（以下「甲」という。）と新規就農者	　　　　　（以下「乙」という。）とは、アグリファミリー活動について次のとおり契約を締結する。
（目的）
第１条 甲は、乙の経営安定、定着が早期に図られるよう、次に掲げる内容について、乙に対して指導・助言を行うものとする。
（1） 地域における幅広い農業情報の提供、個人的相談活動
（2） 農業に取り組む姿勢や地域との融和を図るための生活指導
（3） 地域への定着を促進するための環境整備
（4） 栽培技術の勘所、経営の心構え、家庭内の協力体制の指導
（5） その他新規就農者の経営安定に必要と思われる指導・助言
（実施期間）
第２条 第１条に掲げる活動の実施期間は、この契約の締結の日から令和　　年３月３１日までとする。ただし、令和　　年４月１日からこの契約締結日の前日までになされた活動は、この契約によりなされたものとする。
（経費）
第３条 第１条に掲げる活動に要する経費は、無料とする。ただし、特に必要と認める時は、甲乙協議の上定めるものとする。
（活動義務）
第４条 甲は、乙から相談等を受けた時は、誠意をもってこれに応じるものとする。
2 乙は、甲から指導・助言を受ける時は、甲の指示に従うものとする。
3 乙は、甲からの指導・助言を受けた時は、その内容について記帳・整備するものとする。
（契約の解除）
第５条 甲又は乙は、相手方がこの契約の義務を履行しない場合は相手方に催告を行った後、履行の意志がないと認める時は、契約を解除することができるものとする。
（協議）
第６条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については甲乙協議の上定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書２通を作成し甲乙記名押印の上、各自１通を保有するものとする。
	令和	年	月	日
	甲 住 所（	市町村
	番地）

		ｱｸﾞﾘﾌｧﾐﾘｰ	氏 名
	印

	乙 住 所（	市町村
	番地）

	新規就農者 氏 名
	印


（様式第４－３）
新規就農者支援アグリファミリー設置事業助成金受領報告書
	令和	年	月	日
公益社団法人 宮崎県農業振興公社理事長 殿
　　              住 所　(〒    -      )

	氏 名	印
新規就農者支援アグリファミリー設置事業実施要領第６条の定めにより、下記のとおり報告します。
記
1 助成金受領額	　　　　　　　　　　　　　　　　円

2 助成金受領年月日 　　　　令和　　　年　　　月　　　日　　



（様式第４－４）

	令和　　　年度アグリファミリー設置活動記録（事業　　　年目）
公益社団法人 宮崎県農業振興公社理事長 殿
新規就農者 　　住 所 (〒    -     )

氏 名　	　　　　　　　　　印
新規就農者支援アグリファミリー設置事業を実施したので、新規就農者支援アグリファミリー設置事業実施要領第６の規定により、下記のとおり報告します。
記

１　内　容

	年 月 日
	アグリファミリーからの指導・助言内容
	備　考

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



2 事業の成果（自分の経営にどう役立ったか等）

3 アグリファミリーの所見（指導・助言で特に心掛けたこと、新規就農者への一言）

注）記入欄が不足する場合は、適宜継ぎ足してください
